








はじめに 

保護者から虐待されている児童や非行児童が入所して社会人として自立するための支援を

うける場である児童養護施設(旧養護施設)、児童自立支援施設(旧教護院)等の児童福祉施

設においては、近年入所児童の権利侵害が社会的批判をうける事例が続くなど、施設サー

ビスの質の向上と透明化、入所児童の権利擁護が喫緊の課題となっている。 

この課題に応えるためには従来必ずしも積極的に取り組まれてこなかった児童福祉施設の

サービスの内容、施設の運営に関する情報を広く開示し、提供していくことが必要であり、

かつ有効である。それは、児童福祉法改正により法定化された入所の際の児童本人からの

意向調査を実質化し、権利擁護を図ることにもつながるものである。 

この研究は、そのような方向を目指す第一歩を意味するものである。 


